
基準適合表示交付要領

１．目的

この交付要領は、一定の自動車について、その排出ガスに含まれる窒素酸化物及び粒子状

物質が自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（平成４年法律第70号）第14条の規定による道路運送車両法（昭和26年法

律第185号）第41条に基づく技術基準（以下「技術基準」という。）に適合していることを示

す表示（以下「基準適合表示」という。）を交付することにより、自動車の排出ガス低減性

能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ排出ガス低減性能の高

い自動車の普及を促進するとともに、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特

定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令（平成４年政令第365号）別表第一に

定める窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において自動車を運行する場合にあ

っては、技術基準に適合したものを使用することを促進することを目的とする。

２．定義

この交付要領における用語の定義は、次に定めるところによる。

①「自動車」とは、道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車（大型特殊自動車及び

小型特殊自動車を除く。）をいう。

②「自動車検査証」とは、道路運送車両法に規定する自動車検査証をいう。

３．基準適合表示の交付の対象とする自動車

（１）この交付要領による基準適合表示の交付の対象とする自動車は、一種交付対象自動車及

び二種交付対象自動車とする。

（２）（１）の「一種交付対象自動車」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する自動車を

いう。

①普通自動車（道路運送車両法第３条に規定する普通自動車をいう。）又は小型自動車（同

条に規定する小型自動車（二輪の小型自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）

をいう。）であること。

②車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定する車両総重量をいう。）が3,500キ

ログラムを超えるものであること。

③自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程（平成11年運輸省告示第600号）第２

条の規定による認定を受けたものでないこと。

④軽油を燃料とするものであること。

（３）（１）の「二種交付対象自動車」とは、（２）の①及び③の要件に該当し、②又は④の

要件に該当しない自動車（人の乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）で

あって、基準適合表示の交付の対象とすることが適当であると国土交通省及び環境省が認

めるものをいう。

４．指定自動車等である新車の一種交付対象自動車に係る基準適合表示の貼付

平成20年１月以降に最初の自動車登録ファイルへの登録（道路運送車両法第４条の規定に

よる自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。）を受ける指定自動車等（道路運送車

両の保安基準の細目を定める告示第２条の規定による指定自動車等をいう。以下同じ。）で

ある一種交付対象自動車については、当該一種交付対象自動車の製作工場又は販売店におい

て、次の表の左欄に掲げる自動車ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる基準適合表示を、当該

一種交付対象自動車の後面ガラス（後面ガラスに貼付できない場合又は後面ガラスに貼付す

ると見えにくい場合にあっては、当該一種交付対象自動車の車体。以下同じ。）の見やすい



位置に貼付するものとする。

自動車 基準適合表示

① 型式の識別記号が「Ｌ＊Ｇ」又は「Ｓ 様式第１の基準適合表示

＊Ｇ」である自動車

② 型式の識別記号が「Ａ＊Ｇ」である 様式第２の基準適合表示

自動車

③ 型式の識別記号が「ＫＲ」、「ＨＹ」、 様式第３の基準適合表示

「ＫＳ」又は「ＨＺ」である自動車

５．指定自動車等である新車以外の一種交付対象自動車に係る基準適合表示の交付及

び貼付等

（１）４．以外の一種交付対象自動車の使用者（当該一種交付対象自動車に係る自動車検査証

に記載される使用者をいう。以下同じ。）は、その使用する一種交付対象自動車について

基準適合表示の交付を受けようとするときは、交付申請書（様式第４）に当該一種交付対

象自動車に係る自動車検査証の写しを添えて、次の表の左欄に掲げる自動車ごとにそれぞ

れ同表の右欄に掲げる交付者（以下「交付者」という。）に申請しなければならない。

自動車 交付者

① 自動車検査証の「自家用・事業用の 国土交通省

別」の欄に「事業用」と記載されてい

る自動車

② 自動車検査証の「自家用・事業用の 環境省

別」の欄に「自家用」と記載されてい

る自動車

（２）交付者は、一種交付対象自動車の使用者から（１）の規定による申請があったときは、

当該一種交付対象自動車に係る自動車検査証の記載内容を確認し、当該記載内容が次の表

の左欄に掲げる要件に該当する場合には、当該一種交付対象自動車の使用者に対し、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる基準適合表示を交付するものとする。

要 件 基準適合表示

① 型式の識別記号が「Ａ＊Ｇ」である 様式第２の基準適合表示

こと

② ①の要件に該当しない場合であって、 様式第３の基準適合表示

備考欄に「使用車種規制（ＮＯｘ・Ｐ

Ｍ）適合」と記載されていること

（３）（２）の規定により基準適合表示の交付を受けた一種交付対象自動車の使用者は、当該



基準適合表示を当該一種交付対象自動車の後面ガラスの見やすい位置に貼付するものとす

る。

（４）国土交通省は、（２）の規定により一種交付対象自動車の使用者に対し基準適合表示の

交付を行った場合には、できる限り速やかに当該一種交付対象自動車に係る交付申請書及

び自動車検査証の写しを環境省まで送付するものとする。

６．二種交付対象自動車に係る基準適合表示の交付及び貼付等

（１）二種交付対象自動車の使用者は、その使用する二種交付対象自動車について基準適合表

示の交付を受けようとするときは、交付申請書（様式第４）に当該二種交付対象自動車に

係る自動車検査証の写しを添えて、５（１）の表の左欄に掲げる自動車ごとにそれぞれ同

表の右欄に掲げる交付者に申請しなければならない。

（２）交付者は、二種交付対象自動車の使用者から（１）の規定による申請があったときは、

当該二種交付対象自動車に係る自動車検査証の記載内容を確認し、当該記載内容が次の表

の左欄に掲げる要件に該当する場合には、当該二種交付対象自動車の使用者に対し、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる基準適合表示を交付するものとする。

要 件 基準適合表示

① 型式の識別記号が「Ｌ＊Ｅ」、「Ｓ＊ 様式第１の基準適合表示

Ｅ」、「Ｌ＊Ｆ」又は「Ｓ＊Ｆ」である

こと

② 型式の識別記号が「Ａ＊Ｅ」、「Ａ＊ 様式第２の基準適合表示

Ｆ」又は「Ａ＊Ｇ」であること

③ ①及び②の要件に該当しない場合で 様式第３の基準適合表示

あって、備考欄に「使用車種規制（Ｎ

Ｏｘ・ＰＭ）適合」と記載されている

こと

④ 上記の要件に該当しない場合であっ 様式第３の基準適合表示

て、国土交通省及び環境省が認めるも

の

（３）５（３）の規定は（２）の規定により基準適合表示の交付を受けた二種交付対象自動車

の使用者について、５（４）の規定は（２）の規定により二種交付対象自動車に対し基準

適合表示の交付を行った場合について準用する。この場合において、５（３）及び（４）

中「（２）」とあるのは「６（２）」と、「一種交付対象自動車」とあるのは「二種交付対

象自動車」と、「当該一種交付対象自動車」とあるのは「当該二種交付対象自動車」と読

み替えるものとする。

７．基準適合表示の管理並びに基準適合表示の交付を行った一種交付対象自動車及び

二種交付対象自動車に係る情報の記録及び管理等

（１）製作工場及び販売店は、基準適合表示について紛失等のないよう適切に管理を行うもの

とする。

（２）国土交通省は、５（２）及び６（２）の規定により基準適合表示の交付を行った一種交



付対象自動車及び二種交付対象自動車に係る交付申請書及び自動車検査証の写しに記載さ

れた情報の記録及び管理を行うものとする。

（３）環境省は、５（２）及び６（２）の規定により基準適合表示の交付を行った一種交付対

象自動車及び二種交付対象自動車に係る交付申請書及び自動車検査証の写しの管理、並び

にこれらに記載された情報の記録及び管理を行うものとする。

（４）国土交通省及び環境省は、（２）及び（３）の規定の実施のため、必要に応じ、基準適

合表示が貼付された自動車の車台番号及び基準適合表示の状況、当該自動車に係る自動車

検査証その他の事項の確認を行うものとする。

（５）５（１）及び６（１）の規定により申請を行った一種交付対象自動車の使用者及び二種

交付対象自動車の使用者は、（４）の規定による確認が行われること、並びに、当該確認

の結果、５（２）及び６（２）の規定により基準適合表示の交付を受けた後当該基準適合

表示を当該申請に係る一種交付対象自動車及び二種交付対象自動車に貼付していないな

ど、基準適合表示を不適切に使用していたことが判明した場合には、当該基準適合表示を

交付者に返納することについて、同意したものとみなす。

８．基準適合表示の再交付

（１）基準適合表示が滅失し、き損し又はその識別が困難となったときは、その再交付を受け

ることができる。

（２）基準適合表示の再交付を受けようとする者は、再交付申請書（様式第 5）に当該一種交

付対象自動車又は二種交付対象自動車に係る自動車検査証の写し及び当該車両に係る基準

適合表示が滅失等したことを証明する資料を添えて、５（１）の表の左欄に掲げる自動車

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交付者に申請しなければならない。

（３）交付者は、一種交付対象自動車又は二種交付対象自動車の使用者から（２）の規定によ

る申請があったときは、当該一種交付対象自動車又は二種交付対象自動車に係る自動車検

査証の記載内容及び当該車両に係る基準適合表示が滅失等したことを証明する資料につい

て不正等がないことを確認した場合には、基準適合表示を再交付するものとする。

（４）国土交通省は、（３）の規定により基準適合表示の再交付を行った一種交付対象自動車

及び二種交付対象自動車に係る再交付申請書及び自動車検査証の写しに記載された情報の

記録及び管理を行うものとする。

（５）環境省は、（３）の規定により基準適合表示の再交付を行った一種交付対象自動車及び

二種交付対象自動車に係る再交付申請書及び自動車検査証の写しの管理、並びにこれらに

記載された情報の記録及び管理を行うものとする。

（６）国土交通省及び環境省は、（４）及び（５）の規定の実施のため、必要に応じ、基準適

合表示が貼付された自動車の車台番号及び基準適合表示の状況、当該自動車に係る自動車

検査証その他の事項の確認を行うものとする。

（７）（２）の規定により申請を行った一種交付対象自動車の使用者及び二種交付対象自動車

の使用者は、（６）の規定による確認が行われること、並びに、当該確認の結果、（３）の

規定により基準適合表示の再交付を受けた後当該基準適合表示を当該申請に係る一種交付

対象自動車及び二種交付対象自動車に貼付していないなど、基準適合表示を不適切に使用

していたことが判明した場合には、当該基準適合表示を交付者に返納することについて、

同意したものとみなす。



様式第１

様式第２

様式第３

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE



様式第４

年 月 日

国 土 交 通 省
殿

環 境 省

氏名又は名称

住 所

代 表 者 氏 名 印

基準適合表示交付申請書

５（１）
下記により基準適合表示の交付を受けたいので、基準適合表示交付要領 の規定によ

６（１）

り、申請します。

記

１．基準適合表示の交付を受けようとする自動車

（１）自動車登録番号又は車両番号

（２）初度登録年月

（３）自動車の種別

（４）用途

（５）自家用・事業用の別

（６）車両総重量

（７）車台番号

（８）型式

（９）燃料の種類

２．添付書類

基準適合表示の交付を受けようとする自動車に係る自動車検査証の写し

連絡先（担当者名） （電話） （FAX）

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）

送付先（郵便番号） （住所）

【注意】

○基準適合表示の交付を受けようとする自動車の所有者と使用者が異なる場合には、所有者との契約等に基づき事前に自動

車へ基準適合表示を貼付することについて所有者の了解を得るなど、適切に対応してください。万一、自動車へ基準適合表

示を貼付したことにより、所有者との間に紛争が生じたとしても、国土交通省及び環境省は責任を負いかねます。

○送付先住所の欄には、文書等が確実に到達する住所を記入してください。また、送付先・連絡先を変更した際は、速やか

に国土交通省自動車交通局技術安全部環境課又は環境省水・大気環境局自動車環境対策課に連絡してください。

○基準適合表示交付要領７（５）の規定により、申請を行った場合、国土交通省及び環境省により基準適合表示が貼付され

た自動車の車台番号及び基準適合表示の状況、当該自動車に係る自動車検査証その他の事項の確認が行われること、並びに、

当該確認の結果、交付を受けた基準適合表示を上記１の自動車に貼付していないなど、当該基準適合表示を不適切に使用し

ていたことが判明した場合には、当該基準適合表示を交付者に返納することについて、同意したものとみなされます。



様式第５

年 月 日

国 土 交 通 省
殿

環 境 省

氏名又は名称

住 所

代 表 者 氏 名 印

基準適合表示再交付申請書

下記により基準適合表示の再交付を受けたいので、基準適合表示交付要領８(２)の規定によ

り、申請します。

記

１．基準適合表示の再交付を受けようとする自動車

（１）自動車登録番号又は車両番号

（２）初度登録年月

（３）自動車の種別

（４）用途

（５）自家用・事業用の別

（６）車両総重量

（７）車台番号

（８）型式

（９）燃料の種類

２．添付書類

（１）基準適合表示の再交付を受けようとする自動車に係る自動車検査証の写し

（２）基準適合表示の再交付を受けようとする自動車に貼付していた基準適合表示が滅失等

したことが確認できる資料

連絡先（担当者名） （電話） （FAX）

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）

送付先（郵便番号） （住所）

【注意】

○基準適合表示の再交付を受けようとする自動車の所有者と使用者が異なる場合には、所有者との契約等に基づき事前に自

動車へ基準適合表示を貼付することについて所有者の了解を得るなど、適切に対応してください。万一、自動車へ基準適合

表示を貼付したことにより、所有者との間に紛争が生じたとしても、国土交通省及び環境省は責任を負いかねます。

○送付先住所の欄には、文書等が確実に到達する住所を記入してください。また、送付先・連絡先を変更した際は、速やか

に国土交通省自動車交通局技術安全部環境課又は環境省水・大気環境局自動車環境対策課に連絡してください。

○基準適合表示交付要領８（７）の規定により、申請を行った場合、国土交通省及び環境省により基準適合表示が貼付され

た自動車の車台番号及び基準適合表示の状況、当該自動車に係る自動車検査証その他の事項の確認が行われること、並びに、

当該確認の結果、交付を受けた基準適合表示を上記１の自動車に貼付していないなど、当該基準適合表示を不適切に使用し

ていたことが判明した場合には、当該基準適合表示を交付者に返納することについて、同意したものとみなされます。



附 則

１．施行期日

この交付要領は、平成20年１月１日から施行する。

２．申請に関する経過措置

（１）５（２）又は６（２）の規定により基準適合表示の交付を受けようとする一種交付対象

自動車の使用者又は二種交付対象自動車の使用者は、平成19年12月17日から施行日の前日

までの間においても、その申請を行うことができる。

（２）（１）の規定により申請があったときは、施行日において５（１）又は６（１）の規定

によりその申請があったものとみなす。

附 則

１．施行期日

この交付要領は、平成 21 年１ 0 月１日から施行する。

２．経過措置

施行日前に交付された基準適合表示は、施行後の要領による基準適合表示とみなす。


